
令
和
2
年
度
国
民
健
康
保
険
税

●
国
民
健
康
保
険
税
率

　

令
和
2
年
度
の
税
率
な
ど
に
つ

い
て
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

　

加
入
者
へ
は
7
月
中
旬
に
納
税

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

●
軽
減
判
定
所
得

　

世
帯
主
と
国
民
健
康
保
険
加
入

者
の
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
※
が

国
で
定
め
る
基
準
以
下
で
あ
れ
ば
、

保
険
税
の
均
等
割
と
平
等
割
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

※
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額

・  

65
歳
以
上（
1
月
1
日
現
在
）の

公
的
年
金
所
得
は
、15
万
円
を
差

し
引
い
た
金
額

・  

事
業
所
得
は
、専
従
者
控
除
を
差

し
引
く
前
の
金
額

・  
譲
渡
所
得
は
、特
別
控
除
を
差
し

引
く
前
の
金
額

▼
軽
減
割
合

7
割
軽
減

　

33
万
円

5
割
軽
減

　 
 

33
万
円
＋
28
万
5
千
円（
28
万

円
か
ら
変
更
）×
被
保
険
者
数

2
割
軽
減

　 
 

33
万
円
＋
52
万
円（
51
万
円
か

ら
変
更
）×
被
保
険
者
数

問
・

 
 

（市）
医
療
保
険
課 

国
民
健
康
保
険
係

・  

（市）
税
務
課 

市
民
税
係

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
方
の
介
護
保
険
料
を
軽
減

今
年
も
国
民
健
康
保
険
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
を
実
施

　

消
費
税
が
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と

に
よ
る
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、令
和
2
年

4
月
1
日
現
在
の
世
帯
を
基
準
と
し
た
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
方
の
介
護
保
険
料
に
つ
い

て
、前
年
度
よ
り
も
減
額
し
ま
す
。

　

対
象
の
方
へ
は
、7
月
中
旬
に
送
付
す
る

「
令
和
2
年
度
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
」に

よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
て
い
る
方
は
、8
月
以
降
の
年
金
支
給

分
か
ら
反
映
し
ま
す
。

問
（市）
介
護
保
険
課
　
保
険
給
付
係

▼  
対
象
者　

三
木
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
18
歳
以
上
の
方（
高
校
生
は
除

く
）

▼  

実
施
期
間　

4
月
1
日
〜
令
和
3
年
3
月

31
日

▼  

商
品
交
換
期
間　

11
月
1
日
〜
令
和
3
年

5
月
31
日

▼  

ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
の
取
得
方
法

　

40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険
加

入
者
に
は
、特
定
検
診
受
診
券
と
一
緒
に
5
月

下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
40
歳
未
満
の
方
は
、希

望
者
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
（市）
医
療
保
険
課

　
国
民
健
康
保
険
係

70
歳
以
上
の
国
保
高
額
療
養
費
の
申
請
が
簡
単
に

高
齢
者
の
住
宅
改
造
費
用
を
助
成

　

高
額
療
養
費
の
申
請
で
は
、窓
口
で

領
収
書
の
確
認
が
必
要
で
し
た
が
、医

療
機
関
な
ど
で
支
払
い
済
み
の
場
合
、

一
部
を
除
き
領
収
書
の
提
示
が
不
要
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、該
当
す
る
方
に
は
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
の
で
、必
要
事
項
を
記
入

の
上
、返
送
す
る
こ
と
で
手
続
き
が
完

了
し
ま
す
。
要
件
に
該
当
す
る
間
は
、

次
回
か
ら
自
動
的
に
登
録
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。

　

領
収
書
の
提
示
が
必
要
な
場
合
は
、

申
請
の
ご
案
内
に
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
領
収
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
対
象
者

①  

世
帯
主
が
70
歳
以
上（
世
帯
主
が
社

会
保
険
や
国
民
健
康
保
険
組
合
な
ど

に
加
入
の
場
合
も
含
む
）

②  

世
帯
に
属
す
る
三
木
市
国
民
健
康
保

険
加
入
者
の
全
員
が
70
歳
以
上
75
歳

未
満

③
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い

　

こ
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場

合
は
、自
動
振
り
込
み
が
解
除
さ
れ
ま

す
。

問
（市）
医
療
保
険
課
　
国
民
健
康
保
険
係

　

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
住
宅
で
安
心

し
て
自
立
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
、

高
齢
者
に
対
応
し
た
住
宅
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
工
事
の
経
費
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

▼
対
象
世
帯

　

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
い
る
世
帯

（
今
ま
で
に
当
事
業
の
助
成
を
受
け

た
こ
と
が
な
い
こ
と
）

▼
対
象
事
業

　

高
齢
者
に
配
慮
し
た
既
存
住
宅
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事（
工
事
費
7
万
5
千

円
未
満
は
助
成
対
象
外
）

▼
要
件

・  

2
カ
所
以
上
の
手
す
り
の
取
り
付
け

ま
た
は
屋
内
の
段
差
解
消
を
伴
う
工

事
の
実
施

　
（
個
所
ご
と
に
限
度
額
あ
り
）

・  

令
和
3
年
2
月
末
ま
で
に
工
事
が
完

了
し
支
払
い
を
終
え
る

・  

築
年
数
・
住
宅
の
工
法
な
ど
に
よ
り

耐
震
診
断
の
受
診
が
必
要
な
場
合
あ

り

▼
受
付
期
限　

12
月
15
日（
火
）

▼
所
得
制
限

・  

生
計
中
心
者
が
給
与
収
入
の
み
の
場

合
：
前
年
分
の
給
与
収
入
金
額
が

8
0
0
万
円
以
下
の
世
帯

・  

生
計
中
心
者
が
給
与
収
入
の
み
以
外

の
場
合
：
前
年
分
の
所
得
金
額
が

6
0
0
万
円
以
下
の
世
帯

▼
助
成
額

助
成
対
象
工
事
費

助
成
額

7
万
5
千
円
以
上

15
万
円
未
満

4
万
円

15
万
円
以
上

30
万
円
未
満

7
万
5
千
円

30
万
円
以
上

15
万
円

▼
申
請
方
法

　

必
要
書
類
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
工
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
・
申
請  

（市）
介
護
保
険
課 

介
護
予
防
係

▼主な変更点

介
護
予
防
係

（注）世帯基準日は各年4月1日現在

所得割 均等割
（加入者１人につき）

平等割
（１世帯につき） 最高限度額

基礎課税分 6.5％ 25,000円 20,000円 63万円
（61万円から変更）

後期高齢者
支援金分 2.3％ 9,000円 7,000円 19万円

介護納付金分 2.0％ 8,000円 6,000円 17万円
（16万円から変更）

所得
段階 対象者

介護保険料（年額）

前年度 本年度 差引
軽減額

第１
段階

生活保護の受給者、老齢福祉年
金受給者等、及び世帯全員が住
民税非課税かつ本人の年金収入
等が80万円以下の方

23,400円 18,720円 4,680円

第２
段階

世帯全員が住民税非課税で、本
人の年金収入等が80万円を超え
120万円以下の方

39,000円 31,200円 7,800円

第３
段階

世帯全員が住民税非課税で、本
人の年金収入等が120万円を超
える方

45,240円 43,680円 1,560円

令和2年4月申請まで
（令和元年12月診療分まで）

令和2年5月申請から
（令和2年1月診療分から）

申請方法 窓口での手続き 原則郵送での手続き

領収書の提出 要 不要（一部を除く）

支給方法 該当月ごとに申請が必要

1回目　  必要事項などを記入し、押印の上申請書、
登録申込書を提出

2回目以降　  自動振り込み（決定通知のみ発送）
※  対象要件に該当しなくなった場合は申請のご
案内を送付します。

教
室
・
講
座

施
　
　
設

子
育
て

く
ら
し

募
　
　
集

相
　
　
談

健
　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

みっきぃナビ
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